
【大河原町子ども家庭課】

一時預かりを利用される方へ

· 小学校就学前の児童は通算40時間分までの利用者負担金が助成されます
　▣ 第二光の子保育園と子育て支援センターの利用分を合計し児童1人当たり40時間分までです。
[image: ]　▣ 事業利用後に領収書等の写しを添えて、子育て支援サービス利用者電子申請



負担金等助成申請書兼請求書を子ども家庭課に提出してください。
　　※電子申請も利用できます。領収書等は写真で添付してください。
　　※数回分をまとめて申請することができます。
　　※その他の子育て支援サービスの利用者負担金も対象になります。

· 次の項目に該当する方は40時間までの助成の制限がなくなります
　▣ 該当すると思われる方は、下記の申出書兼同意書の該当欄に☑し、署名の上、子ども家庭課に提出してください。

１．生活保護を受けている方
２．家族全員の町民税が非課税の方
３．児童扶養手当を受けている方（所得制限により支給停止の方も含む）
４．母子・父子家庭医療費助成を受けている方（所得制限により受けていない方も含む）


申出書兼同意書
大河原町子ども家庭課　宛

◎次の項目に該当していることを申し出ます。
◎資格の確認のため町が保有する関係資料を閲覧することに同意します。
◎非課税世帯の確認にあたっては、私が属する世帯全員の課税台帳を閲覧することに同意
します。

	番号
	項　　　目
（該当する項目に☑）
	提　出　資　料
（提出した資料に☑）
	閲　覧　資　料
（閲覧同意する資料に☑）

	１
	□生活保護世帯
	□手帳の写し
	□受給者台帳

	２
	□非課税世帯
	□非課税証明書
	□課税台帳

	３
	□児童扶養手当
	□証書の写し
	□受給者台帳

	４
	□母子・父子家庭医療
	□受給者証の写し
	□受給者台帳
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